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(57)【要約】
【課題】枠体もしくは障子に加熱膨張材を備える建具に
おいて、加熱膨張材を確実に枠体もしくは障子に保持さ
せて長期間防火性能を維持する。
【解決手段】枠体もしくは障子に加熱膨張材を保持金具
を介して取り付ける。保持金具は、略直角に連続する２
つの平板部を有し、一方の平板部から他方の平板部にか
けて連続するビス挿通部を有している。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体もしくは障子に加熱膨張材を保持する保持金具であって、
　保持金具は、略直角に連続する２つの平板部を有し、
　一方の平板部から他方の平板部にかけて連続するビス挿通部を有している保持金具。
【請求項２】
　枠体もしくは障子に加熱膨張材を保持する保持金具であって、
　枠体もしくは障子に固定する固定部と、固定部の一端及び他端からそれぞれ逆方向で略
直角に連続する当接部を有し、
　固定部は、一端から他端に延びるビス挿通部を有している保持金具
【請求項３】
　請求項１もしくは請求項２に記載の保持金具によって、枠体もしくは障子に加熱膨張材
が保持されている建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加熱膨張材を保持する保持金具、及び、枠体もしくは障子に加熱膨張材を備
える建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、枠体もしくは障子に加熱膨張材が配置された建具が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１０５５５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記文献１の建具は、加熱膨張材を両面テープ等によって枠体等に取り付けることから
、両面テープ等が経年劣化によって剥がれることがあった。
【０００５】
　本発明は、枠体もしくは障子に加熱膨張材を備える建具において、加熱膨張材を確実に
枠体もしくは障子に保持させて長期間防火性能を維持することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態は、枠体もしくは障子に加熱膨張材を保持する保持金具であって、保持金具
は、略直角に連続する２つの平板部を有し、一方の平板部から他方の平板部にかけて連続
するビス挿通部を有している保持金具である。
　また、他の実施形態は、枠体もしくは障子に加熱膨張材を保持する保持金具であって、
　枠体もしくは障子に固定する固定部と、固定部の一端及び他端からそれぞれ逆方向で略
直角に連続する当接部を有し、固定部は、一端から他端に延びるビス挿通部を有している
保持金具である。
【発明の効果】
【０００７】
　本実施形態によれば、加熱膨張材を比較的長期間枠体等に保持することができ、防火性
能を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態に係る建具の竪断面図であり、（ａ）は全体の竪断面図であり、（ｂ
）は上枠の一部竪断面図である。
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【図２】一実施形態に係る建具の横断面図であり、（ａ）は全体の横断面図であり、（ｂ
）は左竪枠の一部横断面図である。
【図３】一実施形態に係る建具の下方部分の竪断面図である。
【図４】一実施形態に係る建具の下方部分の竪断面図である。
【図５】一実施形態に係る建具の竪断面図であり、（ａ）は下方部分の竪断面図であり、
（ｂ）は下枠の一部竪断面図である。
【図６】一実施形態に係る建具の保持金具の図であり、（ａ）は斜視図であり、（ｂ）は
正面図であり、（ｃ）は側面図であり、（ｄ）は平面図である。
【図７】他の実施形態に係る建具の竪断面図である。
【図８】他の実施形態に係る建具の保持金具の図であり、（ａ）は斜視図であり、（ｂ）
は正面図であり、（ｃ）は平面図であり、（ｄ）は側面図である。
【図９】他の実施形態に係る建具の竪断面図であり、（ａ）は上枠の一部竪断面図であり
、（ｂ）は下枠の一部竪断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明について、図面を参考に説明する。
　本発明の一実施形態の建具として、躯体開口部に固定された枠体の内周に障子２を開閉
可能に保持してなる竪すべり出し窓を用いて、図面を参考に説明する。
【００１０】
－第１の実施形態－
　本実施形態の建具は、アルミ等の金属材料からなる上枠１１、下枠１２及び左、右竪枠
１３，１４を四周に組んでなり、躯体に固定されたアンカー部材によって建物開口部に固
定される枠体と、枠体の内周に開閉自在に支持される障子２を備えている。
【００１１】
（枠体）
　上枠１１は、図１に示すように、見込壁１１１と、見込壁１１１の室内側内周から下方
（内周方向）に向けて突設される戸当壁１１２と、見込壁１１１の室外側内周の下方に設
けられる室外側壁１１３を有している。
　上枠１１は、見込壁１１１の室内側外周に固定溝１１１ａが形成されており、固定溝１
１１ａを躯体に固定されたアンカー部材５１に係合することで建物開口部に固定されてい
る。
【００１２】
　上枠１１の戸当壁１１２は、図１（ｂ）に示すように、室内側壁１１２ａと、見込壁１
１１の下面から下方に垂下する室外側壁１１２ｂと、室外側壁１１２ｂの下端が室内側に
屈曲して連続する段部見込壁１１２ｃと、段部見込壁１１２ｃの室内側が下方に緩やかに
屈曲して連続する段部見付壁１１２ｄと、室内側壁１１２ａと段部見付壁１１２ｄを連絡
しビスホールを有する底部１１２ｅを有し、断面略逆Ｌ字状の中空部１１２Ａを備えてい
る。
【００１３】
　上枠１１は、中空部１１２Ａの下端に室外側に開口する気密材取付部１１２Ｂを有して
おり、気密材取付部１１２Ｂに障子２の上框２１に当接する気密材ｓが取付けられている
。
　上枠１１の戸当壁１１２の室外側面には、加熱膨張材ｆ１１が長手方向に沿って配置さ
れ、長手方向の適宜位置において保持金具７１によって保持されている。
【００１４】
　下枠１２は、図１に示すように、見込壁１２１と、見込壁１２１の室内側内周から上方
（内周方向）に向けて突設される戸当壁１２２と、見込壁１２１の室外側内周の上方に設
けられる室外側壁１２３を有している。
　下枠１２は、見込壁１２１の室内側外周に固定溝１２１ａが形成されており、固定溝１
２１ａを躯体に固定されたアンカー部材５２に係合することで建物開口部に固定されてい
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る。
【００１５】
　下枠１２の戸当壁１２２は、図３に示すように、室内側壁１２２ａと、見込壁１２１の
上面から上方に延びる室外側壁１２２ｂと、室外側壁１２２ｂの上端が室内側に屈曲して
連続する段部見込壁１２２ｃと、段部見込壁１２２ｃの室内側が上方に屈曲して連続する
段部見付壁１２２ｄと、室内側壁１２２ａと段部見付壁１２２ｄを連絡しビスホールを有
する上壁１２２ｅを有し、上下に二つの中空部１２２Ａ，１２２Ｂを備えている。
【００１６】
　下枠１２は、中空部１２２Ａの上端に室外側に開口する気密材取付部１２２Ｃを有して
おり、気密材取付部１２２Ｃに障子２の下框２２に当接する気密材ｓが取付けられている
。
　図１，図４，図５に示すように、下枠１２の戸当壁１２２の室外側面には、加熱膨張材
ｆ１２が長手方向に沿って配置され、長手方向の適宜位置において保持金具７１によって
保持されている。
【００１７】
　左、右竪枠１３，１４は、図２に示すように、左右で同様の構成を有しているので、こ
こでは、主に左竪枠１３を用いて説明する。
　左竪枠１３は、見込壁１３１と、見込壁１３１の室内側内周から内周方向に向けて突設
される戸当壁１３２を有している。
【００１８】
　左竪枠１３は、見込壁１３１の室内側外周に固定溝１３１ａが形成されており、固定溝
１３１ａを躯体に固定されたアンカー部材５３に係合することで建物開口部に固定されて
いる。
　見込壁１３１の内周面に障子２の左竪框２３の強風時の外力や火災時の反り等変形に対
抗するための反り防止ブロック１３１ｂが固定されている。
【００１９】
　なお、右竪枠１４は、見込壁１４１の内周面に障子２の閉鎖状態を維持するためのロッ
ク受け１４１ａが固定されている点で、左竪枠１３と異なっている。
【００２０】
　左竪枠１３の戸当壁１３２は、図２（ｂ）に示すように、室内側壁１３２ａと、見込壁
１３１の内周面から内周方向に延びる室外側壁１３２ｂと、室内側壁１３２ａと室外側壁
１３２ｂを連絡する内周壁１３２ｃを有し、断面略矩形の中空部１３２Ａを備えている。
　左竪枠１３は、中空部１３２Ａの内周端に室外側に開口する気密材取付部１３２Ｂを有
しており、気密材取付部１３２Ｂに障子２の左竪框２３に当接する気密材ｓが取付けられ
ている。
　左竪枠１３の見込壁１３１の内周面には、加熱膨張材ｆ１３が長手方向に沿って配置さ
れ、長手方向の適宜位置において保持金具７１によって保持されている。
【００２１】
－障子－
　障子２は、上框２１、下框２２および左、右竪框２３，２４を四周に組んでなり、各框
材の内周に形成されたガラス間口内にバックアップ材及び気密材を介して複層ガラス等の
パネル体２５を支持して形成されている。
【００２２】
　上框２１は、図１に示すように、見込壁２１１と、見込壁２１１の室内側内周に設けら
れる室内側中空壁２１２と、見込壁２１１の室外側内周に設けられる室外側壁２１３を有
している。
　上框２１は、見込壁２１１の内周に室内側中空壁２１２に隣接して中空部２１１ａを有
しており、室外側壁２１３の外周が見込壁２１１よりも外周に延びて気密材取付部２１３
ａが形成されている。
　上框２１は、室内側中空壁２１２と室外側壁２１３によって、ガラス間口が形成されて
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いる。
【００２３】
　上枠１１の内周面と障子２の上框２１の外周面との間には、開閉機構８１が配置されて
いる。
　開閉機構８１は、枠側部材（レール部材）８１１が上枠１１の見込壁１１１の内周面に
ビス等の固定手段によって固定され、障子側部材８１２が上框２１の見込壁２１１にビス
等の固定手段によって固定されており、障子２を見付方向に移動自在かつ回動自在に支持
している。
【００２４】
　障子２の下框２２は、図１，図３，図４，図５に示すように、矩形中空形状の見込壁（
本体部）２２１と、見込壁２２１の室内側内周に設けられる室内側中空壁２２２と、見込
壁２２１の室外側に取付けられる押縁２２３を有している。
　下框２２の押縁２２３は、見込壁２２１の室外側全面を覆うとともに見込壁２２１より
も内周に延び、室内側中空壁２２２と押縁２２３によって、ガラス間口が形成されている
。
【００２５】
　枠体の下枠１２の内周面と障子２の下框２２の外周面との間には、開閉機構８２が配置
されている。
　開閉機構８２は、枠側部材（レール部材）８２１が下枠１２の見込壁１２１の内周面に
ビス等の固定手段によって固定され、障子側部材８２２が下框２２の見込壁２２１にビス
等の固定手段によって固定されており、障子２を見付方向に移動自在かつ回動自在に支持
している。
【００２６】
　図３に示すように、障子２の下框２２は、見込壁２２１の比較的戸先側の下面に下がり
止めローラ６１が固定されている。
　下枠１２は、戸当壁１２２と室外側壁１２３に亘って蓋部材１２４が取付けられ、下框
２２に固定された下がり止めローラ６１の位置に合わせて蓋部材１２４の上面にローラ載
置部材６２が取り付けられている。
【００２７】
　図４に示すように、障子２の下框２２の室内側の所定位置に調整器６３が配置されてい
る。
　下枠１２の戸当壁１２２の室内側壁１２２ａに支持台６４が固定されており、支持台６
４の上面に調整器６３が載置、固定されている。調整器６３から延びる腕部６３ａは、下
框２２の見込壁２２１の室内側面に裏板を介して固定されており、障子２の開閉を補助し
ている。
【００２８】
　図５に示すように、障子２の下框２２は、適宜位置に、障子２を室外側から開閉するた
めの外部ハンドル６５が設けられている。外部ハンドル６５は、下框２２の押縁２２３の
下端が切り欠かれた部分から室外側に突出するように設けられており、室内側の端部には
開閉手段を操作するリンク等が連結されている。
【００２９】
　障子２の左、右竪框２３，２４は、図２に示すように、左右で同様の構成を有している
ので、ここでは、主に左竪框２３を用いて説明する。
　障子２の左竪框２３は、見込壁２３１と、見込壁２３１の室内側内周に設けられる室内
側中空壁２３２と、見込壁２３１の室外側内周に取付けられる押縁２３３を有している。
　室内側中空壁２３２と押縁２３３によって、ガラス間口が形成されている。
【００３０】
　左竪框２３は、見込壁２３１の室内側の外周に強風時の外力や火災時の反り等変形に対
抗するための反り防止ブロック２３１ａが固定されており、左竪枠１３の内周に固定され
た反り防止ブロック１３１ｂと協働して障子２の脱落や破損を防止している。
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　また、見込壁２３１の室外側の外周に気密片２３１ｂが取付けられており、左竪枠１３
の内周面と左竪框２３の外周面との間を保護している。
【００３１】
　右竪枠１４は、ハンドル６６を操作することで見込壁２４１の外周面から突出するロッ
クピン２４１ａを備えており、ロックピン２４１ａが右竪枠４に固定されたロック受け１
４１ａに当接して、障子２の閉鎖状態を維持することができる。
【００３２】
－加熱膨張材の保持金具－
　本実施形態の窓においては、加熱膨張材は、枠体の室内側に配置されており、保持金具
７１によって各枠材に保持されている。
　本実施形態の竪すべり出し窓において使用される保持金具７１を、図６に示す。
　保持金具７１は、略直角に連続する２つの平板部７１１，７１２を有しており、一方の
平板部７１１から他方の平板部７１２にかけて連続するビス孔（ビス挿通部）７１ａを有
している。
【００３３】
　そして、図１（ｂ），図５に示すように、上枠１１及び下枠１２においては、加熱膨張
材ｆ１１，ｆ１２は、戸当壁１１２，１２２の段部見付壁１１２ｄ、１２２ｄに沿って配
置されており、段部見込壁１１２ｃ，１２２ｃにビスｂによって他方の平板部７１２が固
定された保持金具７１の一方の平板部７１１によって保持されている。
【００３４】
　また、図２（ｂ）に示すように、左竪枠１３においては、加熱膨張材ｆ１３は、見込壁
１３１の室内側内周面に配置されており、戸当壁１３２の室外側壁１３２ｂにビスｂによ
って一方の平板部７１１が固定された保持金具７１の他方の平板部７１２によって保持さ
れている。
【００３５】
　そして、保持金具７１は、ビス孔７１ａが２つの平板部７１１，７１２で連続している
ことによって、例えば図５（ｂ）に示すように、下枠１２の段部見付壁１２２ｄに加熱膨
張材ｆ１２を保持する際に、下枠１２の段部見込壁１２２ｃに対して他方の平板部７１２
部分のビス孔７１ａを介して保持金具７１を固定することで加熱膨張材ｆ１２を保持して
いるが、一方の平板部７１１に連続するビス孔７１ａ部分がビスｂのビス頭ｂ１の逃げ部
７１ｂとなるので、ビスｂをより一方の平板部７１１に近づけた状態でビス止め固定する
ことができ、施工の自由度を向上させることができる。
【００３６】
　以上、本実施形態の保持金具７１によれば、保持金具７１のビス孔７１ａは、一方の平
板部７１１から他方の平板部７１２にかけて連続するように形成されているので、保持金
具７１の位置調節が容易であり、また、上、下枠１１，１２に対する加熱膨張材ｆ１１，
ｆ１２の保持と、左、右竪枠１３，１４に対する加熱膨張材ｆ１３，ｆ１４の保持を同一
の保持金具７１で行うことができ、施工性や材料管理性に優れている。
【００３７】
　また、下枠１２に固定された保持金具７１の例に示すように、他方（もしくは一方）の
平板部７１２（７１１）をビス止めするビスｂが一方（もしくは他方）の平板部７１１（
７１２）に近接する位置で固定する場合に、一方（もしくは他方）の平板部７１１（７１
２）に連続するビス孔７１ａがビスｂの頭部に対する逃げ部となり、ビスｂを一方（もし
くは他方）の平板部７１１（７１２）により近づけて固定することができ、枠体等の形状
の自由度を向上させることができる。
【００３８】
－第２の実施形態－
　本実施形態の建具は、アルミ等の金属材料からなる上枠１１、下枠及び左、右竪枠を四
周に組み、左、右竪枠間に無目１５を配置してなる段窓において、上枠１１と無目１５と
の間に障子２が開閉自在に支持されている窓である。
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【００３９】
（枠体）
　上枠１１は、図７に示すように、第１の実施形態の上枠１１とほぼ同様の構成であり、
見込壁１１１と、見込壁１１１の室内側内周から下方（内周方向）に向けて突設される戸
当壁１１２と、見込壁１１１の室外側内周の下方に設けられる室外側壁１１３を有してい
る。
　上枠１１の見込壁１１１の内周面には、加熱膨張材ｆ１１が長手方向に沿って配置され
、長手方向の適宜位置において保持金具７２によって保持されている。
【００４０】
　無目１５は、下方位置に配置される複層ガラスを保持する無目本体部１５１と、無目本
体部１５１の室内側に連続する断面中空矩形の戸当壁１５２を有しており、上方位置に配
置される障子２の下枠として機能している。
　無目１５の戸当壁１５２は、室外側面の上端部に気密材取付部１５２ａが形成されてお
り、障子２の下框２２に当接する気密材ｓが取付けられている。
　無目１５の戸当壁１５２の室外側面には、加熱膨張材ｆ１５が長手方向に沿って配置さ
れ、長手方向の適宜位置において保持金具７２によって保持されている。
【００４１】
（障子）
　障子２は、上框２１、下框２２および左、右竪框を四周に組んでなり、各框材の内周に
形成されたガラス間口内にバックアップ材及び気密材を介して複層ガラス等のパネル体２
５を支持して形成されている。
【００４２】
　上框２１は、図７に示すように、見込壁２１１と、見込壁２１１の室内側内周に設けら
れる室内側中空壁２１２と、見込壁２１１の室外側内周に設けられる室外側壁２１３を有
しており、室内側中空壁２１２と室外側壁２１３によって、ガラス間口が形成されている
。
【００４３】
　下框２２は、見込壁２２１と、見込壁２２１の室内側内周に設けられる室内側中空壁２
２２と、見込壁２２１の室外側内周に取付けられる押縁２２３を有しており、室内側中空
壁２２２と押縁２２３によって、ガラス間口が形成されている。
【００４４】
－加熱膨張材の保持金具－
　本実施形態の窓においては、加熱膨張材は、枠体の室内側に配置されており、保持金具
７２によって各枠材に保持されている。
　本実施形態の窓において使用される保持金具７２を、図８に示す。
　保持金具７２は、固定部７２１と、固定部７２１の一端から略直角に連続する一方側当
接部７２２と、固定部７２１の他端から一方側当接部７２２の逆方向に略直角に連続し一
方側当接部７２２よりも長手寸法の大きい他方側当接部７２３を有しており、固定部７２
１の一端から他端に延びるビス孔７２１ａが形成されている。
【００４５】
　保持金具７２の一方側当接部７２２は、固定部７２１の一端辺の両端から突出する二つ
の当接片７２２ａ，７２２ｂを有し、二つの当接片７２２ａ，７２２ｂの間に逃げ部７２
２ｃを形成している。
【００４６】
　そして、上枠１１においては、図９（ａ）に示すように、加熱膨張材ｆ１１は、見込壁
１１１の室内側内周面に配置されており、保持金具７２によって、保持されている。
　保持金具７２は、上枠１１の見込壁１１１に一方側当接部７２２を当接させた状態で固
定部７２１のビス孔７２１ａを介してビスｂによって固定されており、加熱膨張材ｆ１１
を見込壁１１１と固定部７２１によって挟持し、保持している。
【００４７】
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　このとき、一方側当接部７２２によって上枠１１の見込壁１１１と固定部７２１との間
に加熱膨張材ｆ１１を挟み込む空間を形成することができ、固定部７２１を見込壁１１１
と平行な状態で固定することができるので、加熱膨張材ｆ１１に対して無理な外力が加わ
ることなく、安定して保持することができる。
【００４８】
　また、下枠（無目１５）においては、図９（ｂ）に示すように、加熱膨張材ｆ１５は、
戸当壁１５２の室外側面に配置されており、保持金具７２によって、保持されている。
　保持金具７２は、他方側当接部７２３を加熱膨張材ｆ１５の室外側面に当接させた状態
で、戸当壁１５２の室外側壁に固定部７２１のビス孔７２１ａを介してビスｂによって固
定されており、他方側当接部７２３によって加熱膨張材ｆ１５を保持している。
【００４９】
　このとき、一方側当接部７２２に逃げ部７２２ｃが形成されているので、固定部７２１
に形成されたビス孔７２１ａに対して一方側当接部７２２が屈曲する側からビス止めする
場合に、ビスｂのビス頭ｂ１を逃げ部７２２ｃによって逃がすことができるので、ビスｂ
を一方側当接部７２２に近づけた状態で固定することができ、施工の自由度を向上させる
ことができる。
【００５０】
　以上のように、上記実施形態における保持金具によれば、複数の枠材に対して共通の保
持金具を用いて加熱膨張材を保持することができるので、経年劣化による加熱膨張材の脱
落を防ぐことができ、また、商品管理が容易となる。
　また、保持金具の固定は、長孔等のビス挿通部を介して行うことができるので、保持金
具の位置調節が容易であり、ビスの頭部を逃がす逃げ部を設けることによって、保持金具
の長さ方向で広い領域でビスによる固定を行うことができ、施工性がよく、固定の自由度
を向上させることができる。
【００５１】
　なお、上記の各実施形態の保持金具においては、ビス孔は、長孔等の孔によって形成し
ているが、長孔の一端部が保持金具の端辺において開放している溝等によって形成しても
よい。
　また、ビスの頭部を逃がす逃げ部は、上記実施形態に限定されるものではなく、ビス長
孔の延長線上に形成され、ビスの頭部を逃がすことができる孔や溝であればどのような形
状のものであってもよい。
【００５２】
　その他、以上の実施形態は，請求項に記載された発明を限定するものではなく，例示と
して取り扱われることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５３】
７１　　　　　：保持金具
７１ａ　　　　：ビス孔
７１ｂ　　　　：逃げ部
７１１　　　　：平板部
７１２　　　　：平板部
７２　　　　　：保持金具
７２１　　　　：固定部
７２１ａ　　　：ビス孔
７２２　　　　：一方側当接部
７２２ａ　　　：当接片
７２２ｂ　　　：当接片
７２２ｃ　　　：逃げ部
７２３　　　　：他方側当接部
ｆ１１－ｆ１５：加熱膨張材
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